
○ 美幌・津別広域事務組合消防団ラッパ隊規程 
 

平成３年３月７日 

             消本訓令第５号 

改正  平成９年３月25日消本訓令第１号 

 

 

 

 （目的） 

第１条 この規程は、美幌・津別広域事務組合消防団の消防等の諸行事の実施にあ

たり、消防団ラッパ隊（以下「ラッパ隊」という。）を編成し、消防ラッパ譜（昭

和 29年国消発第 976号）に基づきラッパを吹奏し、消防団員の士気の高揚を図る

ことを目的とする。 

 （ラッパ隊の名称） 

第２条 ラッパ隊の名称は、次のとおりとする。 

 美幌消防団ラッパ隊 

 津別消防団ラッパ隊 

 （任命及び編成） 

第３条 ラッパ隊員の任命は、美幌、津別消防団員の中からそれぞれ団長が行う。 

２ 団長は、消防署長と協議し編成人員を決定する。 

 （訓練及び費用弁償） 

第４条 団長は、ラッパ隊に吹奏の訓練をさせることとし、訓練に出動した費用弁

償は、美幌・津別広域事務組合消防団設置条例（昭和 46年条例第 11号）第 15条

第２項に定めるところによる。 

 （その他） 

第５条 この規程に定めるもののほか、ラッパ隊の運用に必要なことは、別に定め

るものとする。 

 

   附 則 

 この消本訓令は、平成３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成９年消本訓令第１号) 

 この消本訓令は、平成９年４月１日から施行する。 
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